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７  会議の概要 

委員長    ただいまから、厚生委員会を開きます。 

      まず、３月１９日の当委員会で、委員の質問

に当局側から後日回答としておりました事項

については、お手元に配付のとおりでありま

すので御確認ください。 

〔報道機関のテレビカメラ撮影を許可〕 

委員長    これより、市民病院所管分の議案の審査を行

います。 

議案第２１号 平成３０年度富山市病院事業

会計予算 

を議題といたします。  

      これより、当局の説明を求めます。  

病院事業管理者 〔挨拶〕  

経営管理課長 〔議案説明資料により説明〕 

委員長    これより質疑に入ります。  

質疑はありませんか。  

久保委員   議会の中でも、今後市民病院の建てかえにつ

いていろいろな検討をしていかなければなら
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ないというような話もようやく出てきた中で、

当然、手術部門の整備事業など並行してやら

なければいけない部分もあるのですが、今整

備することによって将来建てかえをした際に、

例えば補助金を返金しなければならないとい

うような足かせになる可能性があるのではな

いかと心配しています。将来を見据えた上で

こういった整備・導入を考えられたのか教え

てください。 

病院事業管理者 久保委員には以前から建てかえについてのお 

話をいただいております。早急に建てかえの

議論に入っていくべきというのが私たちの本

当の思いでございますが、なかなかそうなら

ないというのが現状であります。それは１つ

には少子化、高齢化という中で、医療の中身

が変わってきているということがありますし、

また地域医療計画で病床の削減が当然求めら

れているということがあります。御存じのよ

うに富山医療圏には県立中央病院、富山赤十

字病院、済生会富山病院、富山市民病院、富

山大学付属病院がございますので、実際にど

の程度の医療が必要なのかということについ

ても、その役割を分担していかなければなり

ません。今と同じような形での医療の提供と

いうのはまず無理だと思います。手術室の整



3

備が負担にならないのかということは十分に

考えましたけれども、現状のままではとても

とても対応できませんので、その費用につい

てはできるだけ節約をしたいと考えています。

今導入する予定はございませんけれども、例

えばダヴィンチという手術支援ロボット等々

の機械もだんだんとよくなってきています。

これを導入しないことには低侵襲治療も行え

ませんが、現状の手術室では非常に狭くて全

く対応できないという意味においてもぜひ御

理解をいただきたいと思います。おっしゃる

とおり、さまざまなことについてもっと十分

に考えていかないといけませんが、例えば７

０歳、８０歳の方でも肺がんの手術をするこ

とが可能になってきているほど医学は進歩し

ておりますし、同時に高齢化も進んでいます。

おっしゃることは十分に理解しておりますけ

れども、現状のままではとてもとても立ち行

かなくなっていますので、費用については十

分に勘案の上で事業を進めてまいりたいと思

います。 

村石委員   議案説明資料７ページの医療情報システム等

整備事業について、多くの医師や看護師が使

う電子カルテシステムを更新するということ

ですが、医師や看護師の業務が多いことから、
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他の業種の者がかわってできる仕事はできる

ようにしましょうということも言われていま

す。そのようなことも考慮したシステムにな

るのでしょうか。  

院長     現状の電子カルテシステムでも、医師事務補

助作業者といわれる方が既に入力を行ってお

ります。また、参照に関しては、診療情報を

つかさどっている職員も見ることができるよ

うになっております。ただ、現在のシステム

は非常に古いものですから、入力にも参照に

も時間がかかりますので、システムの更新は

時間短縮と入力の負荷の低減を図ることを主

目的にしております。現状でも医師、看護師

以外の職種も十分に入力作業をしております

ので、御指摘の点は大丈夫かなと思っており

ます。 

村石委員   働き方改革というようなことで、医師や看護

師の超過勤務が多いことやその実態がなかな

か把握されていないということなど、いろい

ろなことが課題となっています。電子カルテ

を操作するときにはパスワードを入力するこ

とになるので、ある意味では時間外勤務の状

況を調べるためにこのシステムを使うことは

できないのでしょうか。 
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院長     他の医療機関の話を聞いておりますと、シス

テムのログイン、ログアウトタイムをもって

就業時間としているところもあるようですが、

当院では医師に関してはＰＨＳの受渡し時間

を就業時間としておりまして、そのほうが実

際的ではないかというふうに考えております。

また、看護師については超過勤務命令簿を使

って  超過勤務については指示を受けて行う

ものですから、そういう形での業務管理をし

ております。 

村石委員   今院長からお話がありましたけれども、この

システムの稼働状況を時間外勤務にそのまま

当てはめるというよりも、参考までに時々そ

ういうものを出して、実際の時間外勤務の命

令簿と比べてどうなっているかということを

検証していただけないかなと思います。 

次の質問に入ります。システムを構築すると

きには、いろいろな情報を職員がみずから入

力しなければ富山市民病院用のものができな

いと思います。そうすると、多くのスタッフ

の時間外勤務が増えると考えられるのですが、

どうでしょうか。  

院長     御指摘のとおり、マスタの管理というのは非

常に時間のかかる作業になっております。今
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回入れる電子カルテシステムはパッケージシ

ステムですので、必要があればそのまま使う

ことも可能なものが入っております。当院独

自のコード等のつけかえ作業は必要ですけれ

ども、相手方が決まっていればそれを変換す

るだけの作業になりますので、一から構築す

るのに比べると負荷は低減されるのではない

かと考えています。 

病院事業管理者  労働時間の時間外勤務の確認ということにつ 

いては、労働基準監督署が入っているいろい

ろな病院の事例を見ますと、やはり明確な労

働時間を確認できる手段が示されていないこ

とがあるようです。結果として、それにより

電子カルテシステムのログイン、ログアウト

の時間を見ているだけであって、電子カルテ

システムそのものが時間外勤務の時間をチェ

ックするものでは決してないことから、別途

そういうものについてはこれからまた考えて

いかないといけないと思います。先ほど申し

上げたように医師についてはＰＨＳの受け渡

しの時間というふうにしていますので、それ

についてはこれからまた検討していかなけれ

ばならないと思っております。 

木下委員   議案説明資料２ページの収益的収入の患者数 
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・診療単価について、１日平均入院患者数と

外来患者数が前年度より若干減るという予測

を立てておられるのですが、前年度より小さ

く見積もったのはなぜなのか、考えをお聞か

せください。 

院長     前年度はこのような数字で予算を見積もった

のですけれども、実際に運用している現状と

してはかなり厳しい状況が続いております。

その中で実際的な数字として現状は維持する

ために、その分を単価の上昇で補うというよ

うなことにしております。外来の方なのです

けれども、我々のような５００床以上の地域

医療支援病院については専門外来制と、それ

から紹介患者さんをしっかり診なさいという

ことで、どうしても延べ患者数を減らして紹

介患者さんや急患をしっかり受けていくとい

う流れになりますのでこのような計画を立て

たということであります。 

木下委員   次に、議案説明資料７ページの医療情報シス

テム等整備事業について、事業費が８億８，

０００万円  内訳は委託費が７億円、ハード

ウエアの整備費が１億８，０００万円  と書

いてあります。委託費とハードウエア費に関

してこういったものに充てると記載してある
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のですけれども、かなり大きなお金が動くと

思いました。委託費とハードウエア費に関し

て具体的にどういったところにどれだけのお

金を充てるのか、内訳などを簡単に説明して

いただけますか。  

事務局次長  これは予算の金額でございます。プロポーザ 

ルはすでに一部で実施したところでございま

すが、特にハードウエア等については今後、

主に入札等を行いますので金額が変わる部分

はあるかと思います。今の段階ではざっくり

としたお話になって申し訳ありませんが、ま

ず７億円の内訳といたしましては、システム

の本体部分になります。いわゆるパッケージ

と呼ばれるシステムのソフト代、アプリケー

ション代というものと実際にかかる作業費  

俗に人夫賃になります。今は作業費のほうが

むしろ大きいので、先ほど言いましたように

実際に入札の結果でまた変わるかと思うので

すが、７億円のうち大体４億円くらいはいわ

ゆる人件費というか作業費に当たります。残

りの３億円の部分がいわゆるアプリケーショ

ン代、ソフト代です。あとは委託費ですが、

どうしてもシステムの根幹にあるサーバー類

は切って離せませんので、そういったものの

部分になります。大きく言えばそういった内
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訳になるかと思います。ハードウエア費につ

きましては、いわゆるクライアントと呼ばれ

る端末のパソコンやプリンタ、また、病院で

すのでスキャナやレントゲンの状況などを見

る高精細のモニタ等がございます。この１億

８，０００万円のうち大体１億３，０００万

円から１億４，０００万円くらいは実際の物

のお金になります。これらにつきましても当

然配置して調整する費用がかかりますので、

残りの４，０００万円から５，０００万円く

らいはそれらの作業費というような形になる

というのが大まかな内訳になります。ただ、

繰り返し申し上げますが、このあたりは入札

等で金額が変わりますので、そういった状況

がある程度確定すればまた御報告させていた

だく機会もあるかと思いますのでよろしくお

願いしたいと思います。 

木下委員   合わせてお聞きするのですけれども、こうい

った電子化はさまざまな面で便利になって情

報が共有しやすくなる一方で、インターネッ

トもそうなのですが、サイバーセキュリティ

といいますか、情報の漏えいやサイバー攻撃

等に対する防御というものも高めていかなけ

ればならないと思います。このシステム整備

事業ではそういったサイバーセキュリティ能



10

力を高めるような計画になっておられるので

しょうか。  

事務局次長  今回、パッケージ型の電子カルテシステムを 

導入する１つの目的といたしましては、おっ

しゃるとおりセキュリティを強化するという

意味合いもございます。この点につきまして

は、厚生労働省でこういった医療系の情報シ

ステムに関するセキュリティに特化したガイ

ドラインが既に示されておりまして、今回は

そのガイドラインに準拠したパッケージシス

テムを導入することとしております。おっし

ゃるとおり、インターネット 実際には電子

カルテシステムそのものは直接インターネッ

トにつながるような形式はとっておりません

が、地域連携などで当然そういったデータの

やりとりをすることもございます。今申しま

したように、国のガイドライン これはかな

り厳しいものですけれども、これに準拠した

ものを導入いたしますので、その点について

は安心していただけるのかなというふうに考

えております。  

松井委員   議案説明資料２ページの収益的収支及び支出

のところに関連しているのですけれども、先

ほど院長が入院患者数や外来患者数のことに
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触れられていましたが、やはり紹介患者を増

やすためにも、支出のほうに書いてある医療

スタッフの研修の充実ということが一番大き

な要素になると思います。ここに書いてある

充実に対してどういった取組みをされるのか

教えてください。  

院長     医師に関しましては、専門医をしっかり採っ

て、施設基準も満たすということが必要にな

ってまいります。また看護師におきましては、

認定看護師など特定行為ができる看護師を養

成することが今後の課題になっています。当

院は教育病院としての役割も担っていること

から、初期臨床研修医の教育もしていかなけ

ればならないと思っております。現在はちょ

っと苦しいところではあるのですけれども、

平成３１年度の募集分に関してはかなり手を

入れております。１つには、富山県内だけの

研修ではなくて、当院と岩手県あるいは沖縄

県の病院との間で協定を結びまして短期的に

研修ができる仕組みを今構築しております。

また、現在進めておりましてほぼできると思

うのですが、千葉北総病院での救急救命の研

修  コード・ブルーで有名なドクターヘリの

研修  ができるような仕組みを今進めている

ところです。我々の初期臨床研修につきまし
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ては、医師としての基本的なところは十分に

教育をしているつもりですが、やはり今の若

い先生たちが希望されるようないろいろなと

ころでの研修ができる仕組みや大学へ戻りた

いと思っておられる方が当院と大学とで切れ

目なく研修ができるような体制づくりも進め

ておりますので、次回のマッチングに対して

は十分に手を入れているところです。 

鋪田委員   ２点お尋ねしたいことがあります。今ほど各

委員からも質問があったところではあります

が、議案説明資料１ページに予算についての

記載があります。木下委員から御指摘のあっ

た項目でございますが、入院収益と外来収益

については昨年度とは違う傾向で予算が組ま

れています。当然先ほど病院事業管理者がお

っしゃったように医療環境の変化や診療報酬

の改定など、想像がつかないような変化がこ

れからどんどんあると思います。こういった

予算や病院事業収益の変化の中から、病院が

今後どのようにあるべきなのか、この予算案

からどのように受け取ればいいのか、概念的

な質問ですがお答えいただければありがたい

と思います。 

病院事業管理者 幾つかの要素があって、例えば在宅医療です 
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と在宅でのみとりということが今進められて

きております。従前ですと、救急車で運び込

まれることから救急病院としての役割があり

ましたけれども、今はアドバンス・ケア・プ

ランニング  終活という言葉があるのですけ

れども、自分の終末期についての意識が変わ

りつつあるということがあります。また、在

宅医療が変わりつつあるということで、医療

の最終的な形が変わってくるということがこ

れからどんどん進むのではないかということ

もあります。それは逆にいうと、そういう方

を病院で引き受けないという意味ではなく、

引き受けいたしますけれども、そうではなく

て在宅で、最期までお住みになって終わると

いう方がこれから増えてくるでしょうし、あ

る意味では医療の形が本当に変わってきてい

るということになります。高齢化が進みます

のでどうしても療養型医療施設などに行かれ

る方も増えますし、今度の診療報酬改定でい

いますと、本当に重症の患者さんだけを高度

急性期病院で診なさいということになります。

これまでもそういう形で地域完結型の医療を

やってきたのですが、それをもっと進めると

いう方向にいきますので、そういうことから

入院患者数も減らしました。外来については

先ほど院長が申し上げましたように専門的な
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医療をやっていくということになります。見

ていただくとなぜこんなにシュリンクしてい

くのかという話になるかと思いますが、医療

全体、急性期病院そのものが変わりつつある

ため、ではどうすればよいかということにな

ると、先ほど御指摘がありましたけれども、

結果的には専門的な医療を提供する能力を持

っているスタッフを増やして地域連携の技術

を上げて、電子カルテにより情報を交換して

いくなど、多面的に取り組んでいかなければ

いけないのではないかと思います。人口減少

時代と言われますけれども、今後１０年から

２０年間は高齢者が増えていくことは間違い

ありませんので、医療需要は増えるというふ

うに思います。しかし、申し上げたように医

療の中身が変わりつつあるということですの

で、急性期病院としての役割を果たしていく

ときに、逆にこういう形になっていく可能性

があるということで今回は予算を組ませてい

ただきました。そうでないということが決算

で出てくるかもしれませんが、我々は患者さ

んをぜひたくさん紹介いただいて、救急患者

さんもしっかり診るということをやっていく

しか方法はありません。その一方でやはり現

時点での診療報酬というものはもう決められ

ていまして、我々が自分で勝手に意図できま
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せんので、そういうような努力を進めていか

なければならないと思います。医療の中身は

どんどん変わっているということを我々自身

も理解して取り組んでいかなければならない

というふうに思っております。 

鋪田委員   そのことを踏まえての予算や新年度の事業の

取組みだということは非常によくわかりまし

たし、そのことを我々も理解しながら議論し

ていければいいのかなと思います。 

次に、細かい話になりますが、議案説明資料

２ページに地域の医療機関との連携強化等と

書いてあります。これは医療だけではなく介

護なども含めての連携ということがあるのだ

ろうなというふうに思っております。私の母

親が脳梗塞で市民病院にたまたまお世話にな

った際には、地域の医療機関へうまく橋渡し

をしていただいて、医師の方から、また１階

にある相談窓口でも入院直後と退院直前にい

ろいろな情報提供をしていただきました。そ

のときに感心したのは、転院先の施設につい

ての情報をたくさんお持ちで 個人情報もあ

りますので詳しいことまではお伝えいただけ

ませんでしたが、この病院は最近こういうリ

ハビリ施設が充実しているので御安心いただ

けますとか、転院された方は非常に満足して
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おられましたよというような情報をいただけ

るようになっていました。連携強化の取組み

について、新年度に何か考えておられるとこ

ろがあれば、もう少し具体的にお答えいただ

ければと思います。 

院長     新年度につきましては、現在当院の患者さん

の住所を分析しております。やはり富山南地

区や婦中地域あたりが多くなっております。

ただ交通機関の関係もあることから、立山町

など富山市以外の地域からもかなりの患者さ

んが来ておられることがはっきりしてきてお

ります。したがって、そちらの医療機関や介

護施設などへの働きかけも今後はしていかな

ければいけないと思います。富山南地区につ

きましては、現在地域医療部が医療機関を訪

問して、当院ができることや相手側のニーズ

が何であるのかをつかみまして、必要な支援

や共有ができることをお伝えしています。ま

た、当院は以前から介護系との連携が非常に

強くなっておりまして、老人保健施設である

とか、いろいろなところからの患者さんを引

き受けています。勉強会には老人保健施設の

先生方も多く参加しておられまして、これか

らは医療だけではなく介護を含めたところと

も連携をしていこうと考えております。その
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中で、特に直営であるまちなか診療所が持っ

ている在宅医療の機能とさらに密接に関連さ

せて  患者さんの受入れや、介護病床がござ

いますので在宅医の先生に主治医・副主治医

として入っていただいて退院に目がけて患者

さんの状態を共有した上で、安心して在宅へ

戻っていただけるように、我々の持っている

病院の全ての機能を強化していこうと考えて

おります。  

鋪田委員   役所的な連携というと、庁内横断で会議を開

くということがよく聞かれるのですけれども、

実際に市民病院のスタッフの方が連携する病

院や医療機関に出向かれたり、逆に県のリハ

ビリ病院の方からも来られるなど、相互の人

のやりとりがあったり、患者さんたちが具体

的にイメージしやすいアドバイスをいただけ

るということなどから、それがうまく機能し

ていると思いました。これからも、イメージ

がしやすい、そして人がきちんと動いて患者

さんや家族に本当の生の情報が提供できるよ

うなところがあるといいなと思います。 

委員長    ほかに質疑はありませんか。 

      〔発言する者なし〕  
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委員長    ないようですので、これをもって議案の質疑

を終結いたします。 

これより、議案第２１号の討論に入ります。  

討論はありませんか。  

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    討論なしと認めます。 

これより、議案第２１号を採決いたします。  

本案件は、原案のとおり決することに御異議

ありませんか。  

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    御異議なしと認めます。 

よって、本案件は、原案可決されました。 

以上で、市民病院所管分の議案の審査を終了

いたします。 

次に、 

平成３０年４月市民病院組織の一部改正（案

）について 

当局から報告を求めます。 

事務局次長  〔委員会資料により説明〕  

委員長    ただいまの説明について、何か質問はありま
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せんか。 

鋪田委員   薬剤部については、薬剤師などの役目が変わ

ってきているため、人材の確保などを含めて

いろいろと考えていかなければならないとい

うことは以前からお聞きしておりました。組

織を再編することで人材の確保ができるのか

どうかを、課題等も含めてお聞かせいただけ

ますか。 

院長     係名の変更につきましては実際の業務量が変

わってきたということを念頭に置いておりま

す。現在の係の名前だとどうしても業務の偏

りがあります。現在の薬剤師の大きな業務は

患者さんの指導や医療の安全に資するところ

になっております。特にがん化学療法につき

ましては、安心・安全が非常に大事なところ

でありますので、ここを明確にするとともに、

病棟での薬剤師さんの業務が円滑にできて、

なおかつ業務量が過度にならないように、で

きるだけ時間内に終われるような勤務の配慮

をした結果、このようなものに変わったと御

理解いただければと思います。 

鋪田委員   院長からは勤務のお話も出てきましたが、こ

ういったことをはっきりすることで、例えば
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人材確保の面でもいい方向に働くというよう

に考えてよいのでしょうか。  

院長     市民病院へ行くとこういうことができるとい

うことは、薬剤師さんが当院を選んでくれる

大きなポイントになっております。その中で

当院に来ればがんに関することができるとい

うことは、目指していただける１つの要素に

なっていると思います。 

委員長    ほかに質問はありますか。  

      〔発言する者なし〕  

委員長    ほかにないようですので、この程度にとどめ

ます。        

次に、市民病院所管分で、議案及びただいま

の報告以外に何か質問はありませんか。 

久保委員   設備をいろいろと充実させながら医療の質や

技術を上げていこう、医療環境もよくしてい

こうというところは大変読み取れます。先ほ

ど教育病院としての役割もあるというような

お話も一部あったのですが、やはり市民や患

者さんから選ばれる病院になるには、患者さ

んやその御家族に対しての接し方などのスキ
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ルも当然必要なのではないかなと思います。

その中で知人等から、患者の家族や病院内を

歩いている人との日常的なやりとりにおいて

多分に市民病院に問題があるのではないかと

いうような、苦情にも似たような声を聞くこ

とがあります。一般の企業でしたら入ったと

きだけではなく、定期的に研修をしながらど

ういった言葉遣いをしたらよいのか、お客さ

んにはどう接するべきなのかというような研

修もされていると思いますが、市民病院では

そういった研修というのは何かされているの

か教えてください。 

院長     当院には接遇の委員会がございまして、いろ

いろな活動をしております。その中には患者

さんの満足度調査やビジネスマナー的なもの

もありますし、あるいはクレームに対応する

能力など、いろいろな能力を養っております。

当院の接遇に関しては大きなレベルでは非常

に評価を受けているところですけれども、細

かいビジネスマナーについては見直さなけれ

ばいけないということは、実は患者さんから

の御意見箱の中からも多々見受けられますの

で取り組んでいるところです。これからさら

に強化していきたいと思っております。 
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久保委員   患者さんの御家族が将来の患者になる可能性

もありますし、あの病院に行って大変親切に

されたとか丁寧に対応していただいたという

印象は、医療だけではなくて、そのほかの部

分も大変大きいと思います。皆さんのような

上の方が医療の質ばかりを見ているように見

受けられると、看護師等はそういう姿を見な

がらまずは技術向上だけを目指していくと思

いますので、そうではなくて市民から愛され

る病院になるように、ぜひともそういった部

分の強化をしていただきたいと思います。今

ほど対応をしていくというお言葉を伺いまし

たので大変期待をしております。その点でも

よろしくお願いいたします。  

村石委員   久保委員の質問に関連して看護部長さんにお

尋ねします。看護師の仕事は感情労働と言わ

れています。医療事故を起こさないように、

そして患者さんや家族に接するときの心構え

など、ものすごく神経や感情を使う仕事であ

り、看護師は本当にストレスがたまっている

というようなこともあると考えるのですが、

看護師は実際にどのようなことを考えて仕事

をしておられるのかお聞かせください。 

看護部長   おっしゃるとおり看護師の仕事は感情労働と
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いうふうに言われております。看護師は患者

さんと２４時間３６５日、ベッドサイドで接

しています。患者さん、あるいは  久保委員

も今おっしゃいましたけれども、家族を含め

て病院を利用している方を看護の対象という

ふうに考えております。その方たちと切れ目

なく接していますので、時には感情的に本当

にすり減ってしまうということもございます。

今、疾病構造や患者さんの質が変わってくる

という話がありますけれども、高齢化も進ん

でまいります。急性期病院であれば、手術を

受けに来られた患者さんであっても既存疾患

として３つ以上を経験して  例えば糖尿病や

高血圧などの基礎疾患を持った患者さんが、

今はどんどんと増えてきています。つまり対

象が複雑化していて、かなり専門的な知識、

判断を求められる領域だと思っております。

そして高齢化が進みますと、一概に数字では

出ていませんけれども、従来は１回の説明で

済んでいたところも３回以上の説明が必要に

なります。一般的な看護のケアに提供する時

間も今までの時間にプラス１０分から３０分

が必要になってくると思っております。片や

働き方改革で時間内に仕事が終わるようにと

いうことも求められる中で、実は看護師も非

常に疲れているところがあります。看護部は、
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患者さんの満足度はもちろん大事なのですが、

患者さんが満足できる看護を提供するにはま

ず職員の満足度が大事だと思っておりまして、

ことしは職員の満足度を重点に注力をしてい

くところであります。看護師の満足度調査で

は５０％は超えてはいますが、反対にいうと

半分の方がまだ満足できていない状態です。

その要因の一つはやはり夜勤が多いというこ

とがあります。また、超過勤務や時間外の必

須研修など、そういうものへの対応をこれか

ら考えていかなければならないかなと思って

おります。いろいろな育児支援なども行って

おりますけれども、育児支援をしている側  

通常三交代勤務をしている職員の満足度も高

めていく必要があると思います。日勤から深

夜勤務までの時間が短く、少しでも体を休め

ていただこうと、夜勤に入る時間を早めにす

るように年休で１時間早く勤務を終えたり、

あるいは、夜勤ばかりをしていただく夜勤専

従  そのメリットは日中の時間が空くことや

パターンを決めやすいということがあります。

そういった方法を選んでいただくことで本人

にも他のスタッフにもメリットがあるような

多様な働き方というものを考えているところ

です。職員の満足度も大事なことだと思いま

すので、これを高めていくことが看護部とし
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ての目標です。  

委員長    ほかに質問はありますか。  

      〔発言する者なし〕  

委員長    ほかにないようですので、この程度にとどめ

ます。 

以上で、市民病院所管分を終了いたします。  

市民病院の皆さんは、退室願います。 

説明員を交代いたしますので、しばらくお待

ちください。 

〔市民病院退室／環境部入室〕 

委員長    これより、環境部所管分の議案の審査を行い 

ます。 

議案第１号  平成３０年度富山市一般会計予

算、第１条歳入歳出予算、歳出第４款衛生費

中、環境部所管分  

を議題といたします。  

これより、順次、当局の説明を求めます。 

環境部長   〔挨拶〕  

環境部次長  〔議案第１号中  
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環境部所管分の概要について、 

議案説明資料により説明〕 

環境政策課長 〔議案第１号中  

      チームとやまし推進事業費について、  

      太陽光発電システム導入補助事業費について、 

      省エネ設備等導入補助事業費について、 

      木質バイオマス利用計画策定事業費について、 

      環境未来都市推進事業費について、  

      富山型農村低炭素化モデル事業費について、 

      エゴマ６次産業化推進事業費について、 

ＳＤＧｓ推進事業費について、 

タバナン県小水力発電展開事業費について、  

タバナン県精米機展開支援事業費について、  

タバナン県廃棄物処理展開支援事業費につい

て、  

イスカンダル地域国際展開事業費について、  

インドネシア・ブンクル州小水力展開事業費

について、  

      議案説明資料により説明〕  

環境保全課長 〔議案第１号中  

      富山市斎場再整備事業費について、  

      カラス対策事業費について、 

      山小屋トイレ整備・改良事業費について、  

      議案説明資料により説明〕  
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環境センター管理課長 〔議案第１号中  

      廃棄物分別回収推進事業費について、  

      議案説明資料により説明〕  

環境センター業務課長 〔議案第１号中  

      ごみ集積場環境整備事業費について、  

      塵芥収集車両維持管理事業費・塵芥収集車両

更新事業費について、 

議案説明資料により説明〕 

〔報道機関のテレビカメラ撮影を許可〕 

委員長    これより、質疑に入ります。 

      質疑はありませんか。 

村石委員   議案説明資料１５ページの富山市斎場再整備

事業費について、関連することも含めて質問

をしたいと思います。斎場の再整備について

は平成２８年１２月定例会において、富山市

の４つの斎場のＰＦＩ導入可能性調査業務委

託費を予算化されました。この可能性調査の

結果は公表されているのでしょうか。 

環境保全課長 インターネット等での公表は行っておりませ  

ん。  
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村石委員   厚生委員会にも報告されていないと思うので

すが、どうですか。 

環境保全課長  平成２８年度に補正予算をいただきまして、  

平成２９年度にこの可能性調査を実施してお

りますが、完成検査はまだ終わっておりませ

ん。結果につきましては厚生委員会にもまだ

御報告していません。  

村石委員   富山市ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先的検討規

程の中にある評価結果の公表という項目では、

詳細な検討の結果を公表  従来型手法と採用

候補となるＰＰＰ／ＰＦＩ手法において比較

したものを公表するものとされています。ど

うして公表されないのか環境部長にお伺いし

ます。 

環境部長   ＰＦＩ導入可能性調査そのものの結果という

ことについては、環境保全課長が申し上げた

ことになるかと思っております。この可能性

調査の結果  ４つの斎場のあり方や富山市斎

場の建てかえなどの方針が示されたというこ

と等々については、ＰＦＩ事業で実施します

というような事柄を昨年１２月の厚生委員会

でお示ししておりますし、市民の皆様にはパ

ブリックコメントという形でお示しをしてい
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るということでございます。私どもといたし

ましては、この可能性調査の直接の結果とい

うことではないかもしれませんが、この可能

性調査の結果を受けたいろいろな決まり事等

々については議員や市民の皆様にもお示しを

しているという解釈をしております。 

村石委員   今ほどの環境部長の答弁とこの規程に書いて

あることでは齟齬があるのですけれども、ど

のようにお考えですか。 

環境部長   ＰＦＩ導入可能性調査につきましては平成２

８年１２月に委託費ということで、確かに環

境部で予算の計上をしております。富山市の

ＰＦＩ手法は斎場のみならずいろいろとござ

いまして、それにつきましては企画管理部の

ほうが所管しておりますけれども、その中で

公表されているかどうか、すみませんが私は

資料を持ち合わせておりませんが、環境部と

しての斎場のこの可能性調査の結果というこ

とであるとするならば、その規程等々に書い

てあることとは若干異なった対応になってい

るかもしれません。 

村石委員   言っていることの意味はわかりましたけれど

も、規程どおりではありません。また、進め
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方についてですが、富山市斎場再整備事業費

には具体的なことがいろいろと書いてありま

すけれども、その一方で報告事項として基本

構想や基本計画なども一緒に出てきているこ

とは丁寧な議論ではないと思います。例えば

栃木市の斎場再整備の動き方を見てみると、

基本構想が平成２５年３月にあって、再整備

の基本計画が決定したのは平成２６年６月で

す。その基本計画を実施していく上で、平成

２９年８月に栃木市斎場再整備事業に関わる

ＰＦＩ導入可能性調査をして、ＰＦＩを導入

するという結論になったのです。丁寧な議論、

丁寧な報告、それら全てがもちろん市民の皆

さんに公開されています。富山市はなぜこの

ようになっていないのですか。 

環境部長   村石委員のお言葉をかりれば、予算と基本計

画の順番が少し逆ではないかというふうに受

けとめさせていただきましたが、予算という

のは事業を進める上での一つの大きな枠だろ

うと思っております。その中でどういったこ

とをしていくかということは、予算の中で

日々考えていく  もちろん積算の部分でも予

算を積み上げておりますけれども、そういう

ことだろうと思っております。今回基本計画

と基本構想について御報告をするわけなので
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すけれども、これも今の段階での事柄、特に

基本計画のほうにつきましてはこれからです。

きょうは議会の皆様からの御意見も賜らなけ

ればならない場だと思っておりますし、市民

の皆様からのいろいろな御意見もパブリック

コメント等々でこの先お伺いしなければなら

ないと思っております。それをどういった形

で予算に反映させていくのかについては今後

の予算のあり方の中で十分に検討できる事柄

だろうと思っておりますので、同時並行とい

うのは言葉が少し違うかもしれませんけれど

も、私どもはまず予算がないことには仕事が

できませんので、その中で十分対応させてい

ただけることだろうというふうに思っており

ます。 

村石委員   環境部長が言われるように予算がなければ基

本的なことを実行に移せないということはわ

かります。ですが、市の斎場というものは市

民の財産であるわけです。いろいろな基本構

想や基本計画というものは、住民の代表であ

る議員に対して事前に報告をして、議員から

の意見をもらって、変えるべきところは変え

るということを当然にやるべきではないかと

思うのです。例えば学校給食を民間委託にす

るときにも、６月議会に報告をしてから９月
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議会の際に債務負担行為をして、というよう

に議会に提案をして意見を聞くということに

なっています。今の場合はこういう姿勢が足

りないと思うのですが、どうでしょうか。 

環境部長   同じような答弁になるかもしれませんけれど

も、ＰＦＩ手法を導入した新斎場の整備等々

につきましては、平成２８年１２月定例会の

厚生委員会での報告を、特に村石委員におか

れてはどれくらいの濃度でお受けとめいただ

いたのか少しわかりませんが、私どもといた

しましては、そこが厚生委員会の皆様の意見

を賜る場だと思っておりますし、市民の皆様

にもパブリックコメントを実施しております。

今回の基本計画（案）につきましてはきょう

がまさにその場であろうと思っておりますし、

いろいろな御意見も賜るという場だと思って

いますので、議会とともにこの計画、構想に

ついては動いているという解釈でございます。 

村石委員   最後のところはわかりました。  

次の質問に入りたいと思います。事業内容の

（１）提案審査委員会の開催なのですが、提

案審査委員会というのはある意味での専門的

な判断がかなり必要だと思います。その委員

については、例えば富山市も加盟しておりま
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す日本ＰＦＩ・ＰＰＰ協会といったところか

ら委員を選出していただくということを考え

ておられるのでしょうか。 

環境保全課長  今委員がおっしゃったとおり、専門的な知識 

が必要になると思いますので、法務関係ある

いは会計関係の専門的な知識のある方にも外

部から入っていただきまして、こういった組

織を立ち上げていきたいと思っております。  

村石委員   専門的な方を確保して内容を充実させるとい

うことが大事だと思いますが、委員の数は何

名を考えておられるのでしょうか。 

環境保全課長 ５名から６名程度を考えております。  

村石委員   いろいろと細かく議論をしていくためには地

元にそういう方がおられれば何でも相談しや

すいことから、県内の方でいらっしゃらない

かということをぜひ考えていただきたいと思

います。 

次にＰＦＩアドバイザリー業務委託について、

このアドバイザリーを誰にするかということ

を決めることになりますが、決めるにはいろ

いろな方法があると思います。一般入札や指

名競争入札、総合評価一般競争入札、プロポ
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ーザル（企画提案方式）など、どの方式で委

託業者を決める予定ですか。  

環境保全課長 今現在、この可能性調査をしていただいてい  

る業者がいます。この業者につきましては、

今回のことについてもともと専門的な知識が

あり、かつ今行っている可能性調査について

得た知識がありますので、この業者との随意

契約を予定しております。 

村石委員   いろいろと書いてありますが、要するに報告

事項のところにある一覧表を見ると、随意契

約で行っているというところはなかなか少な

い気がするのですけれども、違いますか。 

環境保全課長 過去の実績を詳しく調べたわけではございま  

せんけれども、斎場関係の中でそういった事

例があるということは聞いた記憶があります。 

村石委員   本当によい事業者であれば随意契約でも問題

はないと思います。 

最後になるのですが、事業契約締結に際して

いろいろと細かい仕様書のようなことを決め

ていくのですけれども、そのときに地域社会

への貢献  地域の業者が入ったり、あるいは

地域の雇用を考えてほしいなど、そういうこ
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とを契約のときに入れている自治体もありま

す。富山市としてはそういうことは考えてお

られるのでしょうか。  

環境保全課長 このアドバイザリー業務委託の中にはそうい  

ったところを明記していく予定にはしており

ませんけれども、公募をしたときに応募され

てくる要求水準書の中では、地域貢献という

ところが選定する際のポイントになると思っ

ております。 

久保委員   議案説明資料８ページのエゴマについて、市

の予算ですから、当然市が業務委託をされる

ということですね。（１）は富山大学や名古

屋市立大学に委託をされると思いますが、そ

のほかの業務委託はどこにされる予定なので

しょうか。  

環境政策課長 エゴマ６次産業化プラットホーム推進業務委  

託につきましては、富山市エゴマ６次産業化

推進グループへ委託することとしております。

次にエゴマ国際ブランド確立業務委託につき

ましては、ジェトロ（イタリア部門）を予定

しております。また、エゴマ市民普及啓発業

務委託につきましては未定でございます。 
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久保委員   エゴマ６次産業化推進グループは、先日、市

が事務局になっているというようなお話も伺

っております。そうすると、例えば一般管理

費のあり方  事務というのは当然ながら市の

職員が対応することになると思いますので、

そのあたりは委託のときに十分配慮された上

で積算されているのか教えてください。 

環境政策課長 実施に当たりましては……  

環境部長   多分、財布がどちらからなのかよくわからな

くなるため、そこら辺の出入りをきちんとせ

よという御趣旨の御質問だと思っております

が、事務局は 便宜上というのは言葉がちょ

っと悪いですけれども、やはり一番ハンドリ

ングしやすいことから、富山市が事務局にな

っております。もちろん６次産業化推進グル

ープという別の組織への委託ということにな

りますので、当然に起案や文書も富山市とは

違うものでやりとりをしております。そのた

め、まざることにはならないシステムとなっ

ておりますことを御理解いただければと思い

ます。 

久保委員   事務局は富山市が担っているのにもかかわら

ず一般管理費等が出ていることに対して、皆
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さんから誤解や疑問を持たれないように、十

分注意をしていただければと思います。 

委員長    ほかに質疑はございませんか。  

      〔発言する者なし〕  

委員長    ないようですので、これをもって、議案の質

疑を終結いたします。  

      これより、議案第１号中環境部所管分の討論

に入ります。 

      討論はありませんか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    討論なしと認めます。 

      これより、議案第１号中環境部所管分を採決

いたします。 

      本案件は、原案のとおり決することに御異議

ありませんか。  

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    御異議なしと認めます。 

      よって、本案件は、原案可決されました。  

      以上で、環境部所管分の議案の審査を終了い
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たします。 

      次に、  

富山市内斎場再整備事業基本構想について、  

      富山市斎場再整備基本計画（案）について、 

順次、当局からの報告を求めます。 

環境保全課長 〔委員会資料により説明〕  

委員長    ただいまの説明について、何か質問はありま

せんか。  

鋪田委員   富山市内斎場再整備事業基本構想の中の大沢

野斎場の説明で、環境保全課長から将来とい

うお言葉がありました。策定されたものを見

ておりますともう少し詳しく これからも十

分に使っていける、というような説明があり

ます。ただ、老朽化が進むのは割と目の前と

いう表現になっているような感じにとれるの

ですが、あくまでも今はきちんと使えるため、

当分の間は問題ないというような認識でよろ

しいでしょうか。  

環境保全課長 火葬件数につきましては平成５２年から平成  

６２年頃がピークになると思われております

ので、構想の全体的なことにつきましてはそ

のタイミングを見据えてということを御説明
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させていただいております。大沢野斎場につ

きましても当然ピークを超えたところも視野

に入れております。 

村石委員   まずは富山市斎場再整備基本計画（案）につ

いて、ＰＦＩ手法を導入することは決定して

いるということですが、ＰＦＩ手法について

はいろいろな方式があります。どの方式で行

うのかということは今後検討されると考えて

よろしいのでしょうか。 

環境保全課長 確かにＰＦＩ手法の中にはいろいろな方式が  

ございます。建設した後に所有権をすぐ移転

するようなものですとか、あるいは一定期間

運営してその後に所有権を移転するものなど

さまざまなものがございます。可能性調査の

中でもそういった事業に参入される方々の御

意見を伺っておりまして、建設して直ちに所

有権を市のほうに移転するＢＴＯ方式を想定

しております。  

村石委員   環境保全課長のお話ではＰＦＩ手法のＢＴＯ

方式ということですので、施設所有は公共に

なる予定だとわかったのですが、栃木市の計

画の方では、基本計画の中になぜその方式に

するのかというしっかりとした理由づけがあ
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りました。富山市ではどのような方式にされ

るのかという情報開示がされていないので、

私たちにはよくわからないままです。他の自

治体の施設がＰＦＩ手法を導入したのか、あ

るいは指定管理者制度  これはもともと資金

も建設も自治体が行って運営だけが指定管理

者  ということについても議論されたとは思

います。２００５年以降のことを調べてみま

すと、２００５年以降に竣工した施設のうち、

５７施設は指定管理者制度を導入しています。

一方、ＰＦＩ制度を導入しているのは１３施

設です。だから全国的に見るとＰＦＩ制度を

導入したほうが少ないというデータも間違い

なくあるのです。そういうことから考えてい

くと、どのような根拠を持ってＰＦＩ手法の

ＢＴＯ方式を選択したのかということはどう

してもしっかりと開示すべきだと思いますが、

環境部長はどのようにお考えでしょうか。 

環境部長   先ほどの御質問に関連するようなお話になる

かと思うのですが、富山市にはＰＰＰ事業手

法検討委員会という組織がございます。行政

管理課が所管しておりますが、これは富山市

の斎場や他のいろいろな公共施設について官

民連携の手法を協議・検討する場でございま

す。その中ではいろいろな御意見を賜ってい
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ることは行政管理課から情報を入手しており

ますが、この検討委員会という富山市の中で

ＰＰＰに関する最も上位の機関での御意見の

中で、ＢＴＯ方式ということについては特に

異論がなかったということです。村石委員は

それが公になっていないということを問題に

されておられるのだと思いますけれども、富

山市の意思決定の中でそういったものも十分

に反映しながら、今こういった場や昨年１２

月の厚生委員会の中で御報告をさせていただ

いていると理解しております。 

村石委員   私の持っている資料ではＢＴＯ方式の場合、 

      資金調達は「民間（公共）」と書いてあるの

ですが、資金調達は誰が行うことになるので

しょうか。  

環境保全課長 資金調達は民間事業者が当然行うことになり  

ます。ただ、施設整備の部分を全て民間で行

うという手法や、あるいは起債を使う場合も

ございますので、そこはまだ決定されている

ものではございませんが、いろいろな手法が

あるというように思っております。 

村石委員   今の答弁で起債という言葉が出ましたので関

連してお話しますけれども、これは結果論で
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すが、合併後１０年間に整備した場合は合併

特例債が使えたのですが、それを使われなか

ったということは非常に残念だったという気

がします。  

次に、富山市斎場再整備基本計画（案）１１

ページに待合機能ということで部屋の名前が

書いてあります。これについては基本方針の

中にユニバーサルデザインということがしっ

かりとうたわれていますし、富山市内斎場再

整備事業基本構想１４ページには、自然災害

に強く、誰もが使いやすいユニバーサルデザ

インを取り入れた施設としますと書いてあり

ます。何を言いたいかといいますと、厚生委

員会の視察で行った他市の施設にはキッズル

ームや赤ちゃんルームというものが設置され

ていたことから、こういうものも検討してほ

しいと思いますが、どうでしょうか。 

環境保全課長 最終的な形につきましては事業者提案も上が 

ってきますが、今であればユニバーサルデザ

インや高齢者にやさしいなどということは当

然検討すべきことだと思っております。 

村石委員   ぜひ検討していただきたいと思います。基本 

計画（案）１２ページに待合室の規模が書い

てあります。視察先の施設では待合室ごとに
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いわゆる給湯器というか、給湯できるものが

あったので、そういうこともぜひ検討してい

ただきたいと思います。 

次に、多目的室や準備・控室の規模などもい

ろいろとあります。例えば、待合室を幾つか

借りて初七日の法要や食事をするなど、そう

いうことに使用できるようにした方がよいと

思うのですが、現時点ではどのように考えて

おられますか。  

環境部長   村石委員から今御質問がございましたのは、

小規模な法要や葬儀等々についてという御趣

旨だろうと思っております。昨年１２月定例

会の本会議で赤星議員の御質問にもその御主

旨のことを少しお答え申し上げておりますが、

今、民間の葬儀業者は大手の業者であっても

大変小規模なものにも対応しておられるとこ

ろがございます。富山市内でなりわいとして

民業でやっておられる業者が数多くございま

す。その中で今度つくる新しい斎場で、胸を

張ってこういうものができますというような

ことは、民業圧迫という言葉で代表されると

おり、公共の立場としてはなかなか言いにく

いと思っております。とは申せ、昨年１２月

定例会の本会議の答弁の最後には、生活困窮

の方々の最期をみとる、そういった営みにつ
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いては市としても考えなければならない課題

であると考えております、というようなこと

を申しております。これから要求水準書です

とか募集要綱等々の中で、どういう書き方に

なるのかは別でございますが、まさに多目的

という言葉をお含みいただければということ

を思っております。今ほど申しました民間の

事業者への刺激にあまりならないようにしな

がら、利用できますというくらいになるのか

なという腹づもりとしております。利用料金

等々の設定もこれからということになります

けれども、そういったことで行間を読んでい

ただければと思っております。行間というよ

りほとんど言ったようなものですけれども。  

村石委員   まことによくわかる答弁をありがとうござい

ました。私が見た栃木市の斎場のパブリック

コメントでも、公の斎場に式場を置くことは

民業圧迫ではないかという意見がありました。

ただ、市は低所得者の方もおられるため、民

間を使いたい方は民間を使えばよいという意

味から民業圧迫にはならないと考えていたと

いう紹介もさせていただきたいと思います。  

環境部長   今御紹介の事例につきましては、決して視察

をされた都市のことを批判するわけではござ
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いませんが、やはりその市その市の考え方と

いうものがございます。御視察になられた市

では民業圧迫にはならず、選択肢が広がると

いうような方向で捉えられて新斎場にそのよ

うな整備をされたのだろうと承知をいたしま

すが、富山市におきましては、これは斎場の

みならず、民間でできるものにはなるべく公

共は手を出さないというようなことで整理を

されています。もちろん例外もございますけ

れども、民業圧迫ということに非常に配慮し

た仕事の進め方ということでございます。か

といって決してやれませんということではな

いということも、まさに行間を読んでいただ

きたいなと思います。使えるのかと問われれ

ば、こういう部屋もありますよという御紹介

をすることはやぶさかではないということで

御理解を賜りたいと思っております。 

有澤委員   婦負斎場のことについてちょっとお伺いした

いと思います。富山市内斎場再整備事業基本

構想の中に婦負斎場のことについて触れてい

るのですが、大規模改修から１７年が経過し

ているとか、耐用年数が１５年から２０年で

あるためそろそろ大規模改修の検討が必要な

時期に来ていると明記してあります。今の時

点で具体的に検討されていることがあればお
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聞かせください。  

環境保全課長 具体的なところにはまだ入っておりませんが、 

ずっと使い続けてきている施設でございます

ので、可能性調査の中でどういった状況なの

かを把握してございます。今は何をするにし

てもまずは富山市斎場ですので、婦負斎場も

施設的に問題があるというか、この後そうい

うことになるということがわかっておりまし

て、具体的な計画がない中でも考えなければ

ならないというように思っております。 

環境部長   環境保全課長の答弁に若干補足させていただ

きます。富山市斎場をまず仕上げるというこ

とはそのとおりでございまして、北部以下の

３つの斎場につきましてはその後、火葬件数

の動向や老朽度の度合い、修繕の箇所などを

見ながらでございます。委員会資料２ページ

の婦負斎場のところには、利用者の地域性が

高いという表現をしておりますが、まさにそ

のとおりであろうと思っております。そうい

ったことから、富山市斎場が終わってすぐに

婦負斎場を改修するということにはならない

と思いますが、これは順調に使っていかなけ

ればならない施設ですし、必要な修繕は議会

にも予算という形でお願いをすることになる
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だろうと思っております。北部斎場や大沢野

斎場も当然でございますが、必要な修繕の中

には「大」というものがつくような修繕が何

年かに一度はあるかもしれません。しかし、

これは市民にとって必要不可欠な、皆さんが

１回はお世話になる施設でございます。きょ

うは火葬炉の調子がちょっと悪いからお休み

ですということはまかり通らない施設ですの

で、市としては予防修繕というようなことも

念頭に置きながら、まだ少しできるのだけど、

だましだましやるかということにはならない

のかなと思います。斎場についてはそういう

方向で動いていきたいということで御理解を

賜りたいと思います。  

有澤委員   わかりました。すぐにということにはならな

いかと思いますので、ぜひまた御検討いただ

ければと思います。加えて、私もいずれここ

でお世話にならなければいけない立場でござ

いますので、末永く稼働してくれればと思い

ます。 

次に、婦負斎場の婦負という名前については、

この斎場が婦中地域、山田地域、八尾地域に

ちょうどまたがるところにできているため、

旧婦負郡の婦負をとったという名前の由来が

あります。しかし、合併して十余年もたちま
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すので、名前をそろそろ変更されてはどうか

なと思っているわけです。かつての婦負農業

高校は富山西高校に変わっていますので、北

部斎場があることから、できれば西部斎場く

らいに名前を改められてはいかがかなと思い

ます。かつて名前をつけられた時代の方たち

というのは、婦負という言葉にすごく誇りを

もっておられることも事実ですが、やはり新

しい時代に入ったということで、婦負の冠を

そろそろお取りになられて西部斎場という名

前にいつか改めるというようにお考えになら

れてはどうですかということを御提案申し上

げたいと思います。 

環境部長   この４つの斎場の中には、合併前の旧町村の

斎場もございますが、私の承知しているとこ

ろによりますと、合併協議の中で  斎場につ

いては名称も含めてだろうと思っております

が  そのままということでした。サービスに

若干違いはございますが、合併前のものをそ

のまま新市に引き継ぐというようなことでし

て、名称もその通りであろうなと思っており

ます。今、有澤委員も言われましたけれども、

合併した際の新市の一体感の醸成などという

言葉は時代遅れだと個人的には思っておりま

して、醸成はもう十分に済んだことだろうと
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いうことからの御提案といいますか御意見と

いうように承りました。少し内部で協議させ

ていただければと思っております。 

久保委員   委員会資料５ページの火葬場使用料等のとこ

ろには、新斎場供用開始後もこれまでどおり

減免措置を継続し、全額免除としますと記載

してありますし、参考資料の基本構想１２ペ

ージにも火葬場使用料のただし書きには減免

措置により全額免除とあります。他都市を見

ると既にゼロと設定しているところもありま

すので、減免措置という手法をとられている

理由を教えてください。 

環境部長   条例の別表の中に火葬場使用料の記載がござ

います。内部でも少し議論をいたしましたが、

免除しているのだから富山市民はゼロという

表記もどうかということもありました。ただ、

実を言うと、いつまででもゼロなのかという

議論もございまして、将来  すぐそこの将来

か遠い将来かはわかりませんが、そのときに

条例改正すればいいだろうという議論もある

かとは思います。しかし、今は料金を設定し

ておいて減免としており、もし何かがあれば

減免を外して富山市民にも一定の御負担をし

ていただくというようなことも含みとして残
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すということから、こういった表記になって

いるということで御理解をいただきたいと思

います。富山市の中ではそういった整理をさ

れております。  

久保委員   資料からは読み取れなかったのですが、市外

の方が利用される際は大変高額な使用料をと

られる場合があると思います。他市の事例で

は載っていましたし、視察に行ってきた越谷

市は市民以外には８万円を負担していただく

ということでして、そのようなところもあり

ます。斎場について調べてみますと、上市町

には斎場  火葬場がありますが、立山町や舟

橋村にはないことから、使われるときには広

域の取組みもされていると思います。料金で

差をつけていくのか、それとも建設時にある

程度広域で検討する計画があるのか教えてく

ださい。 

環境部長   富山市民以外の方の使用料につきましては、

非常にナイーブな問題だろうと考えておりま

して、これから関係自治体とはお話をしてい

かなければならない事柄だろうと思っており

ます。現況を言いますと、条例上の別表です

と富山市民は 全額免除ですけれども  １万

円です。市外の方は３万５，０００円となっ
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ております。立山町民の方につきましては３

万５，０００円ではなく１万５，０００円で

あり、これはある意味での減免ということで

す。今の斎場を建てたときのいろいろな取決

めや覚書等々でそういったことになっており

ます。新しい斎場でどのような数字になるの

かというのはまだ全く白紙の段階でございま

すが、今現在、料金で少し差があるのは立山

町民の方です。舟橋村やその他の方々につい

ては３万５，０００円というようなことにな

っておりますが、これをどうするのか  どの

範囲まで広げるのかまたは狭めるのか  とい

うことは、報道機関もおられるので事柄を慎

重にお話ししなければいけませんが、全く白

紙であり、フラットです。富山市民を全額免

除するということしか決まっておりません。

現行の３万５，０００円をどうするのかとい

うことも今後決めるということになります。  

久保委員   越谷市と一宮市へ視察に行ったときに動物炉

も見てきました。確認なのですが、富山市内

でペットを飼われている方のペットが亡くな

った場合は、処理というと大変言葉が悪いの

ですが、どのようにされているのか教えてく

ださい。 
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環境保全課長 富山市内にはペット葬儀社がありまして、そ  

ういったところに持ち込む処理ルートが１つ

と、その他であれば一般廃棄物の処理ルート

に乗って処理されるという２つのルートがあ

ります。 

久保委員   一般廃棄物というといまいちぴんとこないの

ですけれども、決して、袋に入れてごみの日

に出すわけではないですよね。 

環境センター業務課長 中にはそのまま袋に入れてステーションに出 

 される方もいらっしゃいます。それ以外は、

やはり民間の業者さんにお任せするというこ

とです。 

久保委員   今、ペットも大変増えてきておりますし、ペ

ットを家族のようにかわいがっておられる方

もいらっしゃるわけです。動物炉に関しては、

一宮市の場合は１，０００円で火葬をしてい

ますが、収骨はできません。民間企業は３万

５，０００円でサービスを提供していますが、

市はあくまで合同で火葬して、その骨はその

ままお寺に送るというような手続をされてい

るということです。一方、越谷市は１件ずつ

収骨ができますし、体重ごとに分けて使用料

をいただいて火葬をしているということでし
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た。富山市においても民間があるので民業圧

迫にならないようにという他方で、高額なも

のは払えないのだけれども、やはりかわいい

我が家族を何とか火葬してあげたいというよ

うな思いや収骨をしたいというようなニーズ

も出てくるのかなと思います。しかし、今回

の基本構想等を見ても動物炉については一言

も記載がないものですから、これは今後検討

いただけるのかどうか、ぜひ検討いただきた

いということで、環境部長に一言いただけれ

ばと思います。  

環境部長   心情論と現実の話は分けて考えなくてはなら

ないだろうと思っています。家族や子どもと

同じような、それ以上の扱いをしていたペッ

トが亡くなられたときの飼い主の御心情に関

しては、察するに余りあることだと思ってお

ります。人間と一緒の火葬をして収骨までで

きればというお気持ちは理解できます。しか

しながら、先ほども委員の方からお話があり

ましたけれども、民間の業者がペットを火葬

するということで業務を行っておられるわけ

でございます。料金設定をどうするのかとい

うことで業者との選択肢があるのかもしれま

せんが、今回の新しい富山市斎場の炉につき

ましては動物炉を設けないという方針でござ
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います。御理解を賜りたいと思います。 

久保委員   ここは、私には御理解はできません。例えば、

いろいろなものと一緒に燃やされるというと

ころにすごく抵抗があったり、お別れをする

場所がごみ処理場だったり、地域のごみ捨て

場では、市民の心情としてどうしても耐えが

たいものがあると思います。動物炉のあり方

についてはもちろんあるのですけれども、時

代も変わってきておりますし、ぜひともこう

いう意見があったということで、今後構想の

中で再度検討だけはしていただきたいと思い

ます。その上で、できない場合はできない理

由もまたお伺いしたいと思います。このこと

に関してはペットを抱えておられる多くの市

民の方が苦しい思いをされています。民間の

ところに持っていける方はもちろん民間に持

っていっていただければと思うのですが、市

としてペットを飼っておられる方に少し御配

慮等をいただければと思いますので、改めて

御検討いただけるという回答を環境部長にお

願いします。 

環境部長   検討するという答弁をできるのかどうかは、

今から話しながら考えます。先ほどの小規模

の法要の話とメカニズムは少し似ているのか
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なと思っておりますが、お金を払ってでも民

間のところで丁寧に最期を見届けたいという

方が心ある飼い主だろうと思います。借金を

してでもやるのが本来の飼い主だろうとまで

言うのは暴論かもしれませんが、ごみ袋に入

れて一般のごみと一緒に捨てるなどという飼

い主は、そもそもペットのことを語る資格は

ないと思います。少し暴論かもしれませんが、

そういったことから新しい富山市斎場におい

ては、これは別にだめだという論調ではない

ですけれども、消極的理由  民業があります

ので、ないのであれば富山市が公共の責務と

して動物炉を設置しなければなりませんが、

あるのですから、そこは親から借金をしてで

も持っていっていただきたいというのが思い

でございます。  

松井委員   今、環境部長の答弁を聞いていて思ったので

一言言わせていただきますけれども、先ほど

久保委員が言っていた一宮市や越谷市は、動

物炉に関してはあくまでも民間の市場を調査

した上で合同の炉や単独の炉にするというこ

とを決めておりますので、検討する際は富山

市の民間のことを調査した上で判断していた

だきたいと思います。先ほど何度も言われて

おりましたが、視察先では動物の葬送習慣が
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変わってきていることも恐らく踏まえた上で

検討して選んでおられました。富山市でも検

討する上ではそういうことをしっかりと調査

していただきたいと思います。 

次に、行間を読んでほしいと言われましたの

で質問するのはやめようかと思っていたので

すが、斎場を持っているところと持っていな

いところ  ２種類の両極端なところを見に行

ってきたのですが、式場を持っているところ

で一番言われたのが、式場を持っているおか

げで収入があるということです。修繕の費用

がいずれかかったときにこれがないと思うと

大変だという話が切実な感想として出ており

ました。ＰＦＩ手法で実際にされている行政

の方の意見として、そういったものもありま

した。何度も行間を読んでと言われていたの

で、そういったことも念頭に置いて、どのよ

うにしていけばいいのかということも検討を

していただきたいと思います。 

環境部長   本日は富山市斎場再整備基本計画（案）につ

いて議会の御意見を承る場でして、今まさに

御意見があったということだろうと思ってお

ります。この御意見をどのような形で反映す

るのか、またはしないのかにつきましては、

検討させていただくというように私の気持ち
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が固まりましたので、お二方についてはそれ

で御理解を賜りたいと思います。こういう場

がまさに議会の御意見を賜る場で、いろいろ

な意見が出てくるということは私どもにとっ

てもありがたい場であると思います。受け入

れるのかどうかは内部の協議ではありますが、

御意見があったということは踏まえますので、

よろしくお願いいたします。  

江西委員   基本構想１７ページに、新しい斎場は友引に

稼働しない、炉を開かないということが記載

してあります。先ほどは婦負斎場の件で、突

然きょうはだめですよということはいけない

という話がありましたが、大沢野斎場では友

引に１０日間稼働しています。これは、最近

多様化している中で増えてきた日数なのか、

それとももともと大沢野地域でのニーズがあ

って稼働した日数なのか、これについて教え

てください。 

環境保全課長 大沢野斎場の友引の開場については、合併前  

からのやり方を受け継いでおりますので、旧

大沢野町時代から行われてきています。 

環境部長   友引は１年に何日あるのかはわかりませんが、

江西委員の質問の御主旨は、友引での営業日
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数はだんだん増えてきているのかどうか、そ

ういった傾向は何かあるのかということだろ

うと思っております。友引の営業実績の統計

はないと思いますので、ちょっと調べさせて

いただきたいなと思っております。 

江西委員   基本構想を見ると実稼働日を元旦と友引を除

く３０５日と設定と書いてあるものですから、

友引が５９日 週に１日以上のペースである

のだなと思うわけです。いわゆる仏教徒には

友引というのはものすごく影響があると思う

のです。私は仏教徒なので友引をまたいだよ

うな気がするのですが、私たちからしたら北

部から西番までものすごい距離を雪の中に移

動したわけです。こだわらない方からすると、

友引にやっていればこんなことにはならなか

ったのかもしれないというのもありますので、

そのあたりはよく調査・検討をお願いします。

これでプロポーザルで決められると、友引は

やらないものですよということでスタートし

ていくと思うものですから、一度、友引の検

証もしていただきたいなと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

鋪田委員   富山市斎場再整備基本計画（案）１２ページ

の霊安室の規模というところに、外部の目に
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触れることなく霊安室からエレベーター等経

由して多目的室へ直接移動というように書い

てあるため、今までずっとこの行間を読んで

いたわけです。基本計画（案）１７ページに

イメージ図がありまして、この多目的室とい

うものは、グレーで柱が３つほど並んでいる

１階の真ん中の場所という理解でよろしいで

しょうか。  

環境保全課長 多目的室は２階  平面図の緑色の部屋になり

ます。 

鋪田委員   そうしますと、もう少し広いスペースが必要

なのかなと思うのです。あまりそこだけにコ

ストをかけるわけにもいきませんが、大規模

災害の際に当該被災地だけでは遺体の火葬が

できないということもあったことから、新た

に整備するときにそうなったときのために遺

体をお受けすることもどこかで考えていかな

ければいけないかなと思ったわけです。この

点について対応はどのようにお考えですか。  

環境部長   鋪田委員から御指摘がありました首都圏直下

型地震、南海トラフ地震等々で大変多くの犠

牲者が出たときの受入先の一つとして、被害

のない火葬場に御遺体が集まるということは
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容易に予想されるところでございます。そう

いった御遺体の一時的な霊安室というものも、

この多目的室の１つの機能としてはあるのか

なと思っております。どの程度の大きさが適

当なのか、それから御遺体を上げるひつぎが

入るエレベーターを用意しなければいけない

ですとか、２階に多目的室があるのはあくま

でもイメージでございまして、２階で本当に

いいのかという議論は今御指摘をいただいた

ことを参考にさせていただきたいと思います。

ただ、そういったことは主な用途にはならな

いわけですが、万が一の時の用途の１つでは

あろうかと思っておりますので、そのために

はどの程度の大きさが必要なのかということ

は少し考えさせていただきたいと思います。  

鋪田委員   めったにあることではないので当然そうなの

だと思います。会派の視察で行った一宮市の

斎場では、２階にある程度多目的に使える待

合室や会議室がありました。ただし、エレベ

ーターが人間用のエレベーターであったため、

設計するときにはひつぎが入るサイズのエレ

ベーターを検討したらよかったと言われまし

た。もし災害が起こったときに御遺体を受け

入れる体勢をとるためにもエレベーターの改

修が必要かなというように言っておられたの
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で、そのことも含めてまた御検討いただけれ

ばと思います。  

委員長    ほかに質問はございませんか。  

      〔発言する者なし〕  

委員長    ほかにないようですので、この程度にとどめ

ます。 

      次に、環境部所管分で、議案及びただいまの

報告以外に、何か質問はありませんか。

木下委員   自転車市民共同利用システム  アヴィレに関

してお聞きします。アヴィレは屋外に設置さ

れていますので、今年のように雪が多く降っ

た場合の管理はどのようにされているのかお

聞かせください。

環境政策課長 そのままになっております。

木下委員   自転車に雪が積もったままで、利用しようと

いう方は雪を自分でよけてという形になるの

でしょうか。

環境政策課長 雪が積もっていると利用ができないのではな

いかと思います。
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木下委員   大分解けてきた場合の話になるのですが、と

りあえず手入れなどはされないでそのままに

なっているということでしょうか。

環境政策課長 絶えず整備は行っております。

木下委員   アヴィレだけではなく、他の政策に関しても

そうなのですが、費用対効果という見方があ

ると思います。アヴィレを導入して以降、市

民の方から何か声を聞いたりするようなこと

はされているのでしょうか。

環境政策課長 アンケートを行っているのかということにつ

いては、今のところは行っておりません。

木下委員   それぞれの政策が市民や来街者にどのように

受けとめられているのかということもあるか

と思いますので、この政策については意見も

お聞きしながらやっていただければと思いま

す。

委員長    ほかに意見はありますか。

      〔発言する者なし〕  

委員長    ほかにないようですので、この程度にとどめ
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ます。

      以上で、環境部所管分を終了いたします。

      これで、３月定例会の当委員会に付託されま

した、全議案の審査は終了いたしました。

      ここで、委員長報告について御相談いたしま

す。

委員長報告については、正・副委員長に御一

任願いたいと思いますが、いかがでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長    それでは、そのように取り計らいます。

これをもって、平成３０年３月定例会の厚生

委員会を閉会いたします。 
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